
 
 

一
 

児
童
対
象
性
犯
罪
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
:
案
< 

:
趣
旨
< 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
D
児
童
福
祉
施
設
:
児
童
福
祉
法
:
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
<
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
児
童
福
祉
施
設
を
い
う
W
<
D
教
育
施
設
そ
の
他
児
童
:
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
を
い
う
W
以
下
同
じ
W
<
が
生
活
し
D

又
は
活
動
す
る
場
:
以
下
l
児
童
福
祉
施
設
等
m
と
い
う
W
<
に
お
い
て
児
童
に
日
常
的
に
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
に

よ
る
そ
の
業
務
に
係
る
児
童
に
対
す
る
児
童
対
象
性
犯
罪
等
:
次
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
:
第
六
条
及
び

附
則
第
二
条
に
お
い
て
l
新
児
童
福
祉
法
m
と
い
う
W
<
第
十
八
条
の
五
第
二
号
に
規
定
す
る
罪
を
い
う
W
以
下
同
じ
W
<

の
防
止
を
図
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
D
そ
の
防
止
を
図
る
た
め
D
保
育
士
:
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の

四
に
規
定
す
る
保
育
士
を
い
う
W
第
六
条
及
び
附
則
第
七
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
W
<
等
の
欠
格
事
由
に
係
る
同
法
等
の

一
部
改
正
等
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
D
児
童
福
祉
施
設
等
に
お
い
て
児
童
に
日
常
的
に
接
す
る
業
務
に
従
事
し
よ
う
と

す
る
者
に
つ
い
て
児
童
対
象
性
犯
罪
等
の
経
歴
を
有
し
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
制
度
の
整
備
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
W 

:
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
< 

第
二
条 

児
童
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
W 



 
二
 

第
十
八
条
の
五
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
D
第
四
号
を
第
六
号
と
し
D
同
条
第
三
号
中
l
こ
の
法
律
m
を
l
前
号
に
該
当

す
る
者
を
除
く
ほ
か
D
こ
の
法
律
m
に
改
め
D
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
D
同
条
第
二
号
中
l
禁
錮
m
を
l
前
号
に
該
当
す

る
者
を
除
く
ほ
か
D
禁
錮
m
に
D
l
二
年
m
を
l
五
年
m
に
改
め
D
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
D
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
W 

四 

第
六
十
条
第
一
項
の
罪
又
は
児
童
買
春
D
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に

関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
よ
り
D
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
D
そ
の
執
行
を
終
わ
り
D
又
は
執
行
を

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者 

第
十
八
条
の
五
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
W 

二 

第
六
十
条
第
一
項
の
罪
D
刑
法
:
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
<
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
の
罪

:
そ
の
被
害
者
が
児
童
で
あ
る
場
合
に
限
る
W
<
D
同
法
第
百
七
十
九
条
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
百
八
十
条
D
第
百
八

十
一
条
D
第
二
百
二
十
五
条
:
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
W
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
W
<
D
第
二
百

二
十
六
条
の
二
第
三
項
:
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
W
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
W
<
D
第
二
百
二
十

七
条
第
三
項
:
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
W
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
W
<
D
第
二
百
二
十
八
条
:
同



 
 

三
 

法
第
二
百
二
十
五
条
D
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
又
は
第
二
百
二
十
七
条
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
W
<
D
第

二
百
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
第
二
百
四
十
三
条
:
同
項
に
係
る
部
分
に
限
る
W
<
の
罪
:
そ
の

被
害
者
が
児
童
で
あ
る
場
合
に
限
る
W
<
D
盗
犯
等
の
防
止
及
び
処
分
に
関
す
る
法
律
:
昭
和
五
年
法
律
第
九
号
<
第

四
条
:
刑
法
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
W
<
の
罪
:
そ
の
被
害
者
が
児
童
で
あ
る
場
合
に
限
る
W
<

又
は
児
童
買
春
D
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
:
平
成
十
一

年
法
律
第
五
十
二
号
<
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
よ
り
D
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
D
そ
の
執
行
を
終
わ
り
D

又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
な
い
者 

第
十
八
条
の
十
二
第
二
項
中
l
:
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
<
m
を
削
る
W 

第
十
八
条
の
十
九
第
一
項
第
一
号
中
l
第
四
号
m
を
l
第
六
号
m
に
改
め
る
W 

第
三
十
四
条
の
二
十
第
一
項
第
二
号
中
l
:
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
<
m
を
削
る
W 

:
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
< 

第
三
条 

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
:
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
<
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
W 

第
十
二
条
の
五
第
二
項
中
l
D
児
童
m
の
下
に
l
:
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
を
い
う
W
以
下
こ
の
条
に
お



 
四
 

い
て
同
じ
W
<
m
を
加
え
D
同
条
第
四
項
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
D
第
四
号
を
第
六
号
と
し
D
同
項
第
三
号
中
l
第
十
五

項
m
を
l
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
ほ
か
D
第
十
五
項
m
に
改
め
D
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
D
同
項
第
二
号
中
l
禁
錮
m

を
l
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
ほ
か
D
禁
錮
m
に
D
l
二
年
m
を
l
五
年
m
に
改
め
D
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
D
同
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
W 

四 

児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
又
は
児
童
買
春
D
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童

の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
よ
り
D
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
D
そ
の
執
行
を
終
わ
り
D

又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
Ù
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者 

第
十
二
条
の
五
第
四
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
W 

二 

刑
法
第
百
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
十
八
条
ま
で
の
罪
:
そ
の
被
害
者
が
児
童
で
あ
る
場
合
に
限
る
W
<
D
同
法
第
百

七
十
九
条
の
罪
若
し
く
は
同
法
第
百
八
十
条
D
第
百
八
十
一
条
D
第
二
百
二
十
五
条
:
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分

に
限
る
W
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
W
<
D
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
:
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限

る
W
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
W
<
D
第
二
百
二
十
七
条
第
三
項
:
わ
い
せ
つ
の
目
的
に
係
る
部
分
に
限
る
W
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
W
<
D
第
二
百
二
十
八
条
:
同
法
第
二
百
二
十
五
条
D
第
二
百
二
十
六
条
の
二
第
三
項
又
は
第



 
 

五
 

二
百
二
十
七
条
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
W
<
D
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
第
二
百
四

十
三
条
:
同
項
に
係
る
部
分
に
限
る
W
<
の
罪
:
そ
の
被
害
者
が
児
童
で
あ
る
場
合
に
限
る
W
<
D
盗
犯
等
の
防
止
及

び
処
分
に
関
す
る
法
律
:
昭
和
五
年
法
律
第
九
号
<
第
四
条
:
刑
法
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
W
<

の
罪
:
そ
の
被
害
者
が
児
童
で
あ
る
場
合
に
限
る
W
<
D
児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
又
は
児
童
買
春
D
児
童

ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
:
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
<

に
規
定
す
る
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
よ
り
D
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
D
そ
の
執
行
を
終
わ
り
D
又
は
執
行
を
受
け
る

こ
と
が
な
く
な
Ù
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
な
い
者 

:
学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
< 

第
四
条 

学
校
教
育
法
:
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
<
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
W 

第
九
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
D
第
三
号
を
第
四
号
と
し
D
第
二
号
を
第
三
号
と
し
D
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
W 

二 

児
童
福
祉
法
:
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
<
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
又
は
児
童
買
春
D
児
童
ポ
ル
ノ
に
係

る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
:
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
<
に
規
定
す
る



 
六
 

罪
を
犯
し
た
こ
と
に
よ
り
D
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
D
そ
の
執
行
を
終
わ
り
D
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ

た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者 

:
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
改
正
< 

第
五
条 

教
育
職
員
免
許
法
:
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
<
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
W 

第
五
条
第
一
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
D
第
五
号
を
第
六
号
と
し
D
第
四
号
を
第
五
号
と
し
D
第
三
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
W 

四 

児
童
福
祉
法
:
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
<
第
六
十
条
第
一
項
の
罪
又
は
児
童
買
春
D
児
童
ポ
ル
ノ
に
係

る
行
為
等
の
規
制
及
び
処
罰
並
び
に
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
:
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
<
に
規
定
す
る

罪
を
犯
し
た
こ
と
に
よ
り
D
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
D
そ
の
執
行
を
終
わ
り
D
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ

た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者 

第
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
四
条
第
一
号
中
l
又
は
第
六
号
m
を
l
D
第
四
号
又
は
第
七
号
m
に
改
め
る
W 

第
十
四
条
の
二
中
l
若
し
く
は
第
六
号
m
を
l
D
第
四
号
若
し
く
は
第
七
号
m
に
改
め
る
W 

附
則
第
十
八
項
中
l
:
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
<
m
を
削
る
W 



 
 

七
 

:
デ
á
タ
ベ
á
ス
の
整
備
< 

第
六
条 

政
府
は
D
保
育
士
又
は
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
:
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定

す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
を
い
う
W
<
の
欠
格
事
由
に
関
し
D
新
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
五
第
二
号
又
は
第

三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
:
附
則
第
三
条
に
お
い
て
l
新
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
m
と
い
う
W
<

第
十
二
条
の
五
第
四
項
第
二
号
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
が
迅
速
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
デ
á
タ
ベ
á
ス
の

整
備
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
W 

:
児
童
対
象
性
犯
罪
等
の
経
歴
を
有
し
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
制
度
の
整
備
< 

第
七
条 

政
府
は
D
こ
の
法
律
の
公
布
後
二
年
以
内
に
D
児
童
福
祉
施
設
等
に
お
い
て
児
童
に
日
常
的
に
接
す
る
業
務
に
従
事

し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
児
童
対
象
性
犯
罪
等
の
経
歴
を
有
し
な
い
こ
と
を
公
の
機
関
が
証
明
す
る
制
度
を
整
備
す
る
も

の
と
し
D
こ
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
W 

附 

則 

:
施
行
期
日
< 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
D
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
W



 
八
 

た
だ
し
D
第
一
条
D
第
六
条
及
び
第
七
条
並
び
に
附
則
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
D
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
W 

:
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
< 

第
二
条 

新
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
五
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
D
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
:
平
成
二
十

九
年
法
律
第
七
十
二
号
W
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
l
刑
法
一
部
改
正
法
m
と
い
う
W
<
に
よ
る
改
正
前
の

刑
法
:
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
W
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
l
旧
刑
法
m
と
い
う
W
<
第
百
七
十
七

条
D
第
百
七
十
八
条
第
二
項
D
第
百
七
十
八
条
の
二
又
は
第
百
七
十
九
条
:
旧
刑
法
第
百
七
十
七
条
D
第
百
七
十
八
条
第
二

項
又
は
第
百
七
十
八
条
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
W
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
W
<
:
刑
法
一
部
改
正
法
附
則
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
を
含
む
W
<
の
罪
:
そ
の
被
害

者
が
児
童
で
あ
る
場
合
に
限
る
W
<
そ
の
他
旧
刑
法
又
は
刑
法
一
部
改
正
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
盗
犯
等

の
防
止
及
び
処
分
に
関
す
る
法
律
:
昭
和
五
年
法
律
第
九
号
<
に
規
定
す
る
罪
で
あ
Ù
て
児
童
対
象
性
犯
罪
等
に
相
当
す
る

罪
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
D
同
号
に
規
定
す
る
罪
と
み
な
す
W 

２ 

新
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
五
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
は
D
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
五
第
二
号
及
び
第
三
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
D
こ
の
法
律
の
施
行



 
 

九
 

の
日
:
以
下
l
施
行
日
m
と
い
う
W
<
以
後
に
新
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
五
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
刑
に

処
せ
ら
れ
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
W 

:
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
< 

第
三
条 

新
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
D
旧
刑
法
第
百
七
十
七
条
D

第
百
七
十
八
条
第
二
項
D
第
百
七
十
八
条
の
二
若
し
く
は
第
百
七
十
九
条
:
刑
法
一
部
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
を
含
む
W
<
の
罪
:
そ
の
被
害
者
が
児
童
で

あ
る
場
合
に
限
る
W
<
又
は
前
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
D
同
号
に
規
定
す
る
罪
と
み
な
す
W 

２ 

新
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
は
D
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
第
三
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

者
に
つ
い
て
は
D
施
行
日
以
後
に
新
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る

刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
W 

:
学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
< 

第
四
条 

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
教
育
法
第
九
条
第
二
号
:
同
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
四
条



 
一
〇
 

第
二
項
並
び
に
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
D
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
:
平
成
十
八
年
法
律

第
七
十
七
号
<
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
W
<
の
規
定
は
D
施
行
日
以
後
に
同
号
に
規
定
す
る
刑
に
処

せ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
W 

:
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
< 

第
五
条 

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
教
育
職
員
免
許
法
第
五
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
は
D
施
行
日
以
後
に
同
号
に
規

定
す
る
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
W 

:
政
令
へ
の
委
任
< 

第
六
条 

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
D
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
D
政
令
で
定

め
る
W 

:
検
討
< 

第
七
条 

政
府
は
D
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
D
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
W 

一 

保
育
士
D
教
員
等
が
児
童
対
象
性
犯
罪
等
又
は
児
童
に
対
す
る
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
行
Ù
た
場
合
に
お
け
る
当
該
保
育

士
D
教
員
等
に
対
す
る
措
置
の
適
正
か
つ
厳
格
な
実
施
の
徹
底
そ
の
他
の
児
童
福
祉
施
設
等
に
お
い
て
児
童
に
接
す
る
業



 
 

一
一
 

務
に
従
事
す
る
者
に
よ
り
そ
の
業
務
に
係
る
児
童
に
対
し
て
児
童
対
象
性
犯
罪
等
又
は
わ
い
せ
つ
な
行
為
が
行
わ
れ
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
の
方
策 

二 

児
童
対
象
性
犯
罪
等
の
特
性
を
踏
ま
え
た
再
犯
の
防
止
に
関
す
る
施
策
の
充
実
そ
の
他
児
童
対
象
性
犯
罪
等
を
行
Ù
た

者
の
改
善
更
生
を
一
層
促
進
す
る
た
め
の
方
策 





 
 

一
三
 

理 

由 
児
童
福
祉
施
設
等
に
お
い
て
児
童
に
日
常
的
に
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
に
よ
る
そ
の
業
務
に
係
る
児
童
に
対
す
る
児
童

対
象
性
犯
罪
等
の
防
止
を
図
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
D
そ
の
防
止
を
図
る
た
め
D
保
育
士
等
の
欠
格
事
由

の
厳
格
化
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
D
児
童
福
祉
施
設
等
に
お
い
て
児
童
に
日
常
的
に
接
す
る
業
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る

者
に
つ
い
て
児
童
対
象
性
犯
罪
等
の
経
歴
を
有
し
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
制
度
の
整
備
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
W
こ
れ

が
D
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
W 

 


